
30歳／ご加入 掛金払込期間／30年 60歳／積立満了

＜拠出型企業年金保険【生命保険】＞

自助努力でゆとりある老後の生活設計を！

年金コース加入の場合個人年金保険料控除の対象となります。
（但し、他に個人年金保険料控除を受けていない場合です。）

※税務の取扱いについては税制改正により、
今後変更となることがあります。

掛金払込期間中

年金受取後

掛金払込期間中

給付額は現時点では確定しておらず、変動（増減）します。

ご加入年齢
お払込完了

ご加入例

月　払
半年払
月　払
半年払

10,000円（10口）
40,000円（4口）
10,000円（10口）
10,000円（1口）

30歳（男性）
60歳

積立コース
（一般の生命保険料控除適用型）

年金コース
（個人年金保険料控除適用型）

脱退一時金

遺族一時金

40歳の積立金額約350.8万円
掛金累計額（340万円）

50歳の積立金額約742.3万円
掛金累計額（680万円）

年金原資約1,179.6万円
掛金累計額（1,020万円）

積立コース

年金コース

月払掛金10口（1万円）の場合（制度運営費1.1％） 半年払掛金5口（年間10万円）の場合（制度運営費0.05％） 一時払掛金10口（100万円）の場合

※一時払の積立金は、積増した月からの期間で試算しております。
※一時払掛金の振込手数料はご加入者個人の負担となります。

※一時払には制度運営費はありません。

加入者の生死にかかわらず、加入者ま
たはその遺族に「年金」が１０年間支払
われます。前半の５年間は、後半の2倍
の「年金」が支払われます。

②5年確定年金の場合

③10年確定年金の場合

④15年確定年金の場合

⑤15年保証期間付終身年金の場合

⑥15年保証期間付夫婦連生終身年金の場合

加入者の生死にかかわらず、加入者ま
たはその遺族に「年金」が5年間支払わ
れます。
（積立コースのみ選択可）

加入者の生死にかかわらず、加入者ま
たはその遺族に「年金」が10年間支払
われます。

加入者の生死にかかわらず、加入者ま
たはその遺族に「年金」が15年間支払
われます。

加入者の生存中、終身にわたり「年金」
が受取れます。15年の保証期間中に死
亡の場合は残余保証期間は遺族に「年
金」が支払われます。

加入者または配偶者が生存している限
り、終身にわたり「年金」が支払われま
す。保証期間内に加入者が死亡の場合
は、配偶者に本人と同額の「年金」が支
払われます。15年の保証期間経過後に
加入者が死亡の場合は、配偶者に本人
の６割の「年金」が支払われます。

年
金
原
資

基本年金

初年度年金月額  約13.6万円
5年後年金月額  約6.8万円

60歳 70歳

10年間受取累計額
約1,228万円

年
金
原
資

基本年金

初年度年金月額  約20.0万円

60歳 65歳

5年間受取累計額
約1,204万円

年
金
原
資 基本年金

初年度年金月額  約10.3万円

60歳 70歳

10年間受取累計額
約1,241万円

年
金
原
資 基本年金

初年度年金月額  約7.1万円

60歳 75歳

15年間受取累計額
約1,279万円

年
金
原
資 基本年金

初年度年金月額  約4.7万円

60歳 （60歳男性の場合）

（60歳男性、配偶者57歳の場合）

75歳
終身

15年間受取累計額
約862万円

年
金
原
資 基本年金

初年度年金月額
約4.0万円

15年間受取累計額
約736万円

60歳 75歳

（約2.4万円）

加入者死亡時の
配偶者年金
（本人の6割）

終身

①5年倍額給付10年確定年金の場合

6
つ
の
年
金
コ
ー
ス
（
積
立
完
了
時
に
選
択
）

　給付額試算表の金額は、次の条件で計算していますが、実際にお
支払する金額は変動（増減）することがあり、将来のお支払額をお約
束するものではありません。
（1）年間保険料19,732万円を常に維持していること。
（2）加入者全員の保険料が毎月末日に入金されたものであること。
（3）給付額試算表の給付額は、各引受生命保険会社の予定利率
（2023年1月1日現在）を引受割合（2023年1月1日現在）に
基づき加重平均した率年1.25％にて計算しています。ただし、
年金の給付額は、明治安田生命保険相互会社（事務幹事会社）の
予定利率（2023年1月1日現在年1.25%）を使用しています。

　なお、基礎率（予定利率、予定死亡率、予定事業費率等）について
は、将来変更される場合があります。
　記載の給付金額には、配当金を加算していません。毎年の配当金
はそれぞれのお支払い時期の前年度決算により決定しますので、現
時点では確定していません。決算実績によってはお支払できない年
度もあります。また、配当金が生じた場合には積立金の積増に充当

⑦年金の受取りに代えて一時金として受取ることも可能です

積立年金制度積立年金制度
意向確認【ご加入前のご確認】 積立年金制度は、老後生活の資金確保を主な目的とする生命保険です。

ご加入にあたってはご意向に沿った内容か、ご確認のうえお申込みください。

されます。
　年度途中で脱退された場合は、その年の配当金がありません。積
立金（脱退一時金）は加入年数が短いと払込保険料の合計を下回りま
す。
下記の引受保険会社は各ご加入者の加入金額のうち、それぞれの引
受割合（2023年1月1日現在）による保険契約上の責任を負いま
す。また、引受会社および引受割合は変更することがあります。

引受会社（引受割合）　
　明治安田生命保険相互会社（62%）〔事務幹事〕
　日本生命（18%）　富国生命（13%）　第一生命（5%）
　太陽生命（2%）

なお、各引受会社の予定利率及び配当実績等により、給付金支払の
引受割合が上記の引受割合と異なる場合があります。

給付額試算表

加入期間 払込掛金合計額 積立金（脱退一時金額） 加入期間 払込掛金合計額 積立金（脱退一時金額）加入期間 払込掛金合計額 積立金（脱退一時金額）
1年
2年
3年
4年
5年
10年
15年
20年
25年
30年
35年
40年

120,000
240,000
360,000
480,000
600,000

1,200,000
1,800,000
2,400,000
3,000,000
3,600,000
4,200,000
4,800,000

117,400
236,100
356,200
477,500
600,100

1,233,800
1,903,200
2,610,400
3,357,800
4,148,100
4,983,900
5,868,000

99,100
199,250
300,550
402,900
506,400

1,041,150
1,605,950
2,202,700
2,833,350
3,500,200
4,205,450
4,951,450

997,000
1,007,800
1,018,700
1,029,800
1,041,000
1,098,900
1,160,400
1,225,600
1,294,600
1,367,700
1,445,300
1,527,500

約1年
2年
3年
4年
5年
10年
15年
20年
25年
30年
35年
40年

100,000
200,000
300,000
400,000
500,000

1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000

1年
2年
3年
4年
5年
10年
15年
20年
25年
30年
35年
40年

1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000

円 円約 約円 円 円 円
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年金受取開始後 （年金原資1,000万円の場合）

給付額は現時点では確定しておらず、変動（増減）します。
　記載の給付額は、明治安田生命保険相互会社（事務幹事会社）の基礎率（予定利率、予定死亡率、
予定事業費率等）を使用しており、その他の引受会社の基礎率を含めたものとはなっていません。
なお、実際にお支払する金額は変動（増減）することがあり、将来のお支払額をお約束するもので
はありません。
　毎年の配当金はそれぞれのお支払時期の前年度決算により決定しますので、現時点では確定して
いません。配当金が生じた場合には年金の増額のため保険料に充当しますが、決算実績によっては
お支払できない年度もあります。なお、記載の給付金額には、配当金を加算していません。

積立年金制度の取扱いについて積立年金制度の取扱いについて

経過年数
１
２
３
４
５
６
７
８
９
１０

年
基本年金年額 年金受取額累計
1,388,720
1,388,720
1,388,720
1,388,720
1,388,720
694,360
694,360
694,360
694,360
694,360

1,388,720
2,777,440
4,166,160
5,554,880
6,943,600
7,637,960
8,332,320
9,026,680
9,721,040
10,415,400

5年倍額給付10年確定年金

約 円 約 円
経過年数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

年
基本年金年額 年金受取額累計
1,052,320
1,052,320
1,052,320
1,052,320
1,052,320
1,052,320
1,052,320
1,052,320
1,052,320
1,052,320

1,052,320
2,104,640
3,156,960
4,209,280
5,261,600
6,313,920
7,366,240
8,418,560
9,470,880
10,523,200

10年確定年金

約 円 約 円

経過年数
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

年
基本年金年額 年金受取額累計

723,090
723,090
723,090
723,090
723,090
723,090
723,090
723,090
723,090
723,090
723,090
723,090
723,090
723,090
723,090

723,090
1,446,180
2,169,270
2,892,360
3,615,450
4,338,540
5,061,630
5,784,720
6,507,810
7,230,900
7,953,990
8,677,080
9,400,170
10,123,260
10,846,350

15年確定年金

約 円 約 円
経過年数

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

年
基本年金年額 年金受取額累計

487,470
487,470
487,470
487,470
487,470
487,470
487,470
487,470
487,470
487,470
487,470
487,470
487,470
487,470
487,470

487,470
974,940

1,462,410
1,949,880
2,437,350
2,924,820
3,412,290
3,899,760
4,387,230
4,874,700
5,362,170
5,849,640
6,337,110
6,824,580
7,312,050

15年保証期間付終身年金

約 円 約 円

経過年数
１
２
３
４
５

年
基本年金年額 年金受取額累計
2,041,270
2,041,270
2,041,270
2,041,270
2,041,270

2,041,270
4,082,540
6,123,810
8,165,080
10,206,350

5年確定年金

約 円 約 円

（60歳男性の場合）
※保証期間経過後は本人が生存している限り終身にわたり年金が支
給されます。

加 入 資 格

次ページに続く

積立完了年齢

掛 金

加 入 日

日建協加盟単組の組合員または組合が認めた方で申込日
現在健康で正常に就業している年齢満15歳以上満60
歳未満（新規加入日現在）の方。

日建協加盟単組の組合員または組合が認めた方で申込
日現在健康で正常に就業している
［※満15歳以上で積立完了年齢（60歳）まで10年以上
ある方］

［※新規加入日現在満15歳以上満50歳未満の方］です。

積立コース（一般の生命保険料控除適用型） 年金コース（個人年金保険料控除適用型）

2024年1月1日から加入となります。

・掛金は加入者負担です。
①月　払　　　　　　　：1口
②半年払　　　　　　　：1口
③一時払・退職時一時払：1口

　掛金には、1口あたり月払1.1％（11円）、半年払0.05％（5円）の制度運営費を含みます。
積立コース・年金コースそれぞれのコースにおいて、半年払、一時払は月払加入が前提条件になります。
掛金（口数）の変更は毎年1月1日付で取扱います。退職時に一時払積増をする場合、確定年金を選択する時は
その時点の残高が上限となります。

口 数 の 変 更

掛 金 の 払 込

年1回定められた申込期間中に限り加入及び増口・一部中止を受け付け1月1日付けで取り扱います。
下記（全口中止・再加入欄）の中止の事由がある場合、掛金の一部について払込を中止する事ができます。

〈チェックオフ（給与天引き）方式の場合〉毎月の給与から控除します。
〈口座引去り方式の場合〉ご指定の加入者名義の預金口座より自動引去りとします。
①月　払…毎月27日（初回は12月から）※金融機関が休みの場合は翌営業日
②半年払…毎年2月と8月に月払掛金と併せて引去りします。
③一時払…毎年3月1日付・9月1日付の年2回と、積立完了時に取扱います。それぞれに期日までに着金する
よう加入者が収納代行会社〈（株）日本共同システム〉の指定する口座に振込むものとします。

（注）振込手数料は、加入者負担とします。

満60歳です。

積立金の減口
（ 払 出 し ）

口座引去り不能
時 の 取 扱 い

「全口中止・再加入」に記載の事由（「その他加入者が掛
金の支払いに支障がある場合」を除く）を満たす場合積
立金を1万円単位で払出しできます。なお、減口（払出
し）は毎月可能です。

積立金の減口（払出し）はできません。脱退し全額を一
時金として受け取ることはできます。

①月　払…翌月には2ヵ月分をまとめて請求します。翌月に振替できなかった場合翌々月に3ヵ月分を請求
します。ただし月払について、翌々月にも振替できなかった場合には、脱退扱いとします。

②半年払…振替できなかった場合は再請求しません。

最低1口（1,000円）から最高100口（10万円）まで
最低1口（10,000円）から最高100口（100万円）まで
最低1口（10万円）から最高200口（2,000万円）まで

1,000円
10,000円
10万円

積立期間中の
給 付

全口中止・再加入

取扱います。（全口中止の期間は3年を限度とします。）
全部中止とは払込みを中断するもので他の積立同様に継
続して運用されます。積立金の払い出しをする場合は別
途手続きが必要です。
中止の事由＝災害、疾病・障害（親族の疾病、障害およ
び死亡を含む）、住宅の取得、教育（親族の教育を含
む）、結婚（親族の結婚を含む）、債務の弁済、その他加
入者が掛金の支払いに支障がある場合。再加入は、年1
回1月1日付で取扱います。

取扱いません。
積立てを終了し、積立金を一時金または、年金受給資格
があれば年金で受給することができます。

①脱退：脱退一時金（加入者本人受取）
②死亡：遺族一時金（加入者の遺族受取）（脱退一時金に月払保険料の1ヵ月分相当額を加算した金額をお支

払いします。ただし死亡時に掛金払込み全部中止している場合、及び掛金が未納だった場合は加えら
れません。）
受取人順位：1配偶者、2子、3父母、4孫、5祖父母、6兄弟姉妹
（遺族とは労働基準法施行規則第42条～第45条に定める遺族補償の順位による。）

③年金受給資格を満たした加入者が死亡した場合、遺族が年金を受け取ることができます。
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※税務の取扱いについては税制改正により、今後変更となることがあります。税法上の取扱いについて

引受会社：明治安田生命保険相互会社（事務幹事）
日本生命保険相互会社　富国生命保険相互会社　第一生命保険株式会社　太陽生命保険株式会社

連 絡 先：明治安田生命保険相互会社　広域組織法人部　法人営業第一部
〒100-0005
東京都千代田区丸の内2－1－1 明治安田生命ビル24階
電話：03－6259－0033

相互会社においては、ご契約者が「社員」（構成員）として会社の運営に参加する仕組みとなっていますが、
この契約におけるご契約者は団体であり、ご加入者は被保険者であるため、社員とはなりません。したがって、
総代の選出に関する社員の権利等、社員が有する権利はありません。

年金の受給資格

積立完了年齢（60歳）に達した時、満50歳以上の方
が当制度から死亡以外の事由により脱退された時。
初年度年金月額が1万円未満の場合、年金の取扱いはで
きません。（夫婦連生終身年金及び5年倍額給付10年確
定年金は、初年度年金月額2万円未満の場合、年金の取
扱いはできません。）

積立完了年齢（60歳）に達した時、満50歳以上でか
つ積立期間が10年以上の方が当制度から死亡以外の事
由により脱退された時。ただし、5年確定年金の選択は
できません。また、満60歳未満で年金支給を開始する
場合は確定年金の選択はできません。

年金の受取人

年 金 種 類 ●確定年金（5年・10年・15年・5年倍額給付10年の4タイプ）※5年確定年金は積立コースのみ
●保証期間付終身年金（保証期間15年・15年保証期間付夫婦連生の2タイプ）

年金の繰延べ
1年単位で最高10年まで年金受給を繰り延べすることができます。
繰延べ期間中は掛金の払込み、積立金の払出しはできません。繰延べ期間は短縮することが可能です。
※年金の繰延べとは、年金受給権の取得の繰延べであり、年金の開始を据置くことをいいます。

年金の受取人（掛金負担者）は被保険者本人です。

配 当 金
●積立期間中の配当金（が生じた場合）は、年1回積立金に繰入れられます。
●年金受給権取得後は年金の増額のための保険料に充当されます。

年金の一括払
年金受給期間中、年金に代えて一時金請求をすると、保証期間の未払年金現価が支払われます。又、保証期間付
終身年金では保証期間経過後、本人が生存していれば年金は再開します。＊保証期間経過後は生存確認のため、
年1回、所定の書類のご提出が必要となります。

保 険 料
（掛金から制度運営
費を控除した額）

脱 退 一 時 金

年 金

遺 族 一 時 金

年金コース→保険料は個人年金保険料控除の対象となります。
積立コース→保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。

加入者本人が毎年受け取る年金は、雑所得として課税されます。

加入者死亡による遺族一時金は相続税の対象となります。ただし受取人が法定相続人の場合、
『法定相続人数×500万円』まで非課税となります。

一時所得の対象となり、50万円の特別控除が適用されます。
一時所得の課税対象額＝（脱退一時金額－既払込保険料合計額－50万円）×1／2（他に一時所得がない場合）
※所得税に加え復興特別所得税が課税されます。

課税対象額＝（基本年金年額＋増加年金年額）－基本年金年額×
年金支払総額（見込額）

払込保険料累計額

※雑所得金額が25万円以上の時、10.21％の源泉徴収を行います。

積立コース（一般の生命保険料控除適用型） 年金コース（個人年金保険料控除適用型）

❺ ❻


